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今月の納付・納税期限

12 月25日（木）
納期限

詳しくは 税務課 ☎ 92-7918まで

固定資産税【3期】
国民健康保険税【7期】
後期高齢者医療保険料【6期】
保育料【12月分】
住宅使用料【12月分】

表紙の話題
　11月 16 日（日）に開催された「KIYAMA 
UMAKAMON KAPPO」オープニングセレモ
ニーで、PR活動を行ったきやま創作劇出演者
の皆さんの集合写真です。
　創作劇の公演は 12月 14 日（日）、基山町
民会館大ホールで行われます。
　皆さまのご来場をお待ちしています！

医院名 住所 電話番号（0942）
あおやぎ歯科医院 基山町大字宮浦 469-1 92-1755
古賀歯科医院 基山町大字小倉 395-7 92-7430
重松歯科医院 基山町大字宮浦 964-1 92-1234
のきた歯科医院 基山町大字宮浦 487-10 92-6911
原歯科医院 基山町けやき台 1丁目 7-1 92-1177

ゆきこ歯科 基山町大字小倉 618-1
NEWMAXビル 1F 85-7205

ルアナファミリー歯科・矯正歯科 基山町大字長野 1051-9 92-6488

【表 1】実施医療機関　三養基・鳥栖地区健診等登録医療機関（町内分）

▽対象者（令和 7年 4月 1日現在）
20歳（平成 16年 4月 2日～平成 17年 4月 1日生の方）　　30歳（平成 6年 4月 2日～平成 7年 4月 1日生の方）
40歳（昭和 59年 4月 2日～昭和 60年 4月 1日生の方）　　50歳（昭和 49年 4月 2日～昭和 50年 4月 1日生の方）
60歳（昭和 39年 4月 2日～昭和 40年 4月 1日生の方）　　70歳（昭和 29年 4月 2日～昭和 30年 4月 1日生の方）

　町では、青年期・壮年期・高齢期における歯の健康保持のために、20・30・40・50・60・70 歳の節目の方に歯周疾患
検診を実施しています。対象者には、5月下旬に受診票を送付しています。受診を希望される方は、登録医療機関にご予
約のうえ、受診をお願いします。※クリーニングや治療との併用はできませんのでご注意ください。

▽実施期間　令和 8年 1月末の診療日まで
▽受診方法　希望する実施医療機関（表 1参照）へ、受診期間内にご自身で予約をしてください。
　　　　　　※受診票を持参してください

歯周疾患検診を受診しましょう！～現在、検診実施中です～
問 健康増進課（保健センター内）　☎ 92-2045

◎歯周病は万病のもと
　　　　　　　と言われています

　歯周病が全身に多くの影響を与える
ことは昨今の研究で明らかになってき
ています。例えば、糖尿病や動脈硬化
などです。全身疾患の重症化を予防す
るためにも、定期的な歯科受診をおす
すめします。

※町外の登録医療機関でも受診可能です。


